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研修認定薬剤師制度実施要領の一部改正等について 

  

平素より本会の会務運営にご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、標記の件につきまして、日本薬剤師研修センターより別添のとおり通知

がございましたのでお知らせいたします。 

今回の改正は、すでに適用されていることを明示したものや用語の変更など

のため、現在の運用状況に実質的な変更はありません。 

また、日本薬剤師研修センターのホームページに掲載されている研修認定薬

剤師制度の申請が不許可になる理由に注意事項が追記されておりますので、あ

わせてお知らせいたします。 

お忙しいところ恐れ入りますが、貴会会員へのご周知のほどよろしくお願い

いたします。 

 

 

 

 



 

             



 





 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 































 







 

 

 

 

 

 







 





  

 



 



 















 





 



 



 



  



 

 





  

  

  

 





 





 





 





  

  

  





 

 







 



 





















 







 









  

 





 



 

 

 





 





 

 





 

  

  



 

 







 





 





 









   

 

 









 

 

 







 

 

 

 

 

 





 



 





 



 



 





 



 

  





















 



 





 

   

  



  



 





  











 



  

















 



 





 



  



 





   

















 







 





   

















 



 









 



 

 



 







 



 

 









 



 

 





  









 





  

 

 

 





 

 

 

 







  





 







 



 

 

 





 



 



 

 

 

 







    





 







 





 







 

 



  

 

 

 

 

 



 

 

 





 









 





 





 

 

  



  



   

   

   

   

  



 



 

   

   

 

 

  



  



   

   

  



 

   

 

 

 

  



  



   

   

  



 

   

 





 











 





  



 





 













 



   

   

   

   

   

 

 

  

   

  

 



   



  







 





 





 

 



 

  



  



   

   

   

 

  



 

   

   

 

 

  



  



   

   

  



 

   

 

 

 

  



  



   

   

  



 

   

 





 



   

 





 





 





  









  

 

 











 







 













 



 

 

 











   

 





 

 

 

 

  

 

 







  





 

 

 

 

   



    







 





 







 





 



 



 

 









 





   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 











  

 





 



 



 

 

  





 







 



  





 



 

 





 



 



















 

 







 

 



  





 





  



  





  



 







  



 





  



 





  



 









 



 





 





 



















  

 









  

 



































 













 



 

 

























 



 



 





 













 

 



 





    









 



 





























 

















    





研修認定薬剤師制度
申請が不許可になる理由について

（不許可の連絡が届いた⽅は、メールに記されている番号を参照してください）

1. シール未貼付など、申請に必要な単位数が不⾜している。

2. 受講年⽉⽇、主催者などの必要事項の記載がない単位（シール）はカウントできないた
め、申請に必要な単位が不⾜している。

3. 研修会当⽇配布されたシールが貼付されていない。該当の研修に対して配布されたシ
ールが貼付されていない場合、単位としてカウントできないため、申請に必要な単位が
不⾜している。

4. 記載された受講年⽉⽇当⽇に、記載された主催者名で研修会が開催されていないため、
申請に必要な単位が不⾜している(ｅ−ラーニングで、受講年⽉⽇の記載に誤りがある
ものも同様)。

5. 認定期間外に取得された単位は計算できないため、申請に必要な単位が不⾜している。 

6. （更新申請において）年間の必要取得単位が不⾜している。

7. 他の認定制度運営団体のシールが、申請に必要な単位数の５割以上あるため、申請に必
要な単位が不⾜している。
（参考１）

https://www.jpec.or.jp/download/ninteiseidounei20190701.pdf

8. ２０１９年７⽉以降に取得された他の認定制度運営団体のシールについて、当財団が
規定している証明⽂書の同封が確認できないため、申請に必要な単位が不⾜している
（参考２）

https://www.jpec.or.jp/download/ninteiseidounei20190701.pdf
https://www.jpec.or.jp/download/kongo-seal-toriatukai20190627.pdf

いったん不許可になった場合、再度更新認定申請を行うことはできませんので、
申請時には十分な点検をお願いします。


